
第２章 環境影響評価の項目 

 2.1 選定しなかった環境影響評価項目 

選定しなかった環境影響評価項目及びその理由は表 2.1-1に示すとおりです。 
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表
2
.
1
-
1
(
1
)
 
選
定
し
な
か
っ
た
環
境
影
響
評
価
の
項
目
及
び
そ
の
理
由
 

環
境
要
素
の
区
分
 

事
業
特
性
・
地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
項
目
の
非
選
定
理
由
 

環
境
の
自
然
的

構
成
要
素
の
良

好
な
状
態
の
保

持
を
旨
と
し
て

調
査
、
予
測
及

び
評
価
さ
れ
る

べ
き
環
境
要
素
 

大
気
環
境
 
悪
臭
 

悪
臭
 

 
本
事
業
で
は
、
悪
臭
物
質
を
取
り
扱
う
よ
う
な
工
事
及
び
施
設
の
設
置
は
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
 

 

低
周
波
音
 
低
周
波
音
 

 
本
事
業
で
は
、
工
事
の
実
施
に
お
い
て
低
周
波
音
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
建
設
機
械
の
利
用
は
な
い
こ
と
、

ま
た
、
低
周
波
音
を
生
じ
さ
せ
る
施
設
の
設
置
は
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 

そ
の
他
 

風
害
 

 
本
事
業
で
は
、
工
事
の
実
施
に
お
い
て
風
害
を
生
じ
さ
せ
る
仮
設
物
等
の
設
置
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
計
画
路
線
は

主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
地
表
と
な
る
区
間
も
、
路
線
高
は
既
存
の
鉄
道
と
同
程
度
で
計
画
し
て
お
り
、
風
害
を
生
じ

さ
せ
る
規
模
の
施
設
は
設
置
し
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

水
環
境
 

底
質
 

河
川
の
底
質
 

 
本
事
業
で
は
、
河
川
内
で
の
工
事
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
計
画
路
線
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
河
川
内
へ
の
施
設

の
設
置
等
は
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 

土
壌
に
係

る
環
境
そ

の
他
の
環

境
 

地
形
及
び

地
質
 

重
要
な
地
形
及

び
地
質
 

 
計
画
路
線
の
一
部
は
、
「
第
３
回
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
」
（
平
成
元
年
、
環
境
庁
）
及
び
「
日
本
の
典
型
地
形
 
都

道
府
県
別
一
覧
」
（
平
成
1
1
年
３
月
、
建
設
省
国
土
地
理
院
）
に
示
さ
れ
た
海
成
段
丘
（
下
末
吉
台
地
）
を
通
過
し
ま

す
が
、
工
事
の
実
施
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
内
で
あ
り
、
地
上
部
で
の
工
事
区
域
も
既
に
人
工
的
な
改
変
を
受
け
た
区
域
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
計
画
路
線
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
地
表
と
な
る
区
間
も
既
に
人
工
的
な
改
変
を
受
け
た
区
域

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
重
要
な
地
形
及
び
地
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
計
画
路
線
及
び
そ

の
周
辺
に
は
、
国
、
神
奈
川
県
及
び
横
浜
市
の
指
定
に
よ
る
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
（
地
質
鉱
物
）
は
存
在
し
な
い
こ

と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 

土
壌
 

土
壌
汚
染
 

 
本
事
業
に
お
い
て
改
変
を
行
う
区
域
に
は
、
｢
土
壌
汚
染
対
策
法
｣
（
平
成
1
4
年
５
月
2
9
日
 
法
律
第
5
3
号
）
第

６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
及
び
、
同
法
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
工
事
の
実
施
に
お
い
て
土
壌
汚
染
物
質
の
使
用
や
排
出
は
行
わ
ず
、
搬
出
土
砂
に
つ
い

て
は
、
所
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
適
正
に
処
理
・
処
分
す
る
こ
と
、
本
事
業
は
鉄
道
の
建
設
で
あ
り
、
土
壌
汚
染
物
質

を
取
り
扱
う
よ
う
な
施
設
の
設
置
は
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 
な
お
、
工
事
実
施
段
階
に
お
い
て
土
壌
汚
染
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
ま

す
。
 

 

そ
の
他
の

環
境
要
素
 

日
照
阻
害
 

 
本
事
業
で
は
、
工
事
の
実
施
に
お
い
て
日
照
阻
害
を
生
じ
さ
せ
る
仮
設
物
等
の
設
置
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
計
画
路

線
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
地
表
と
な
る
区
間
も
、
路
線
高
は
既
存
の
鉄
道
と
同
程
度
で
計
画
し
て
お
り
、
著
し
い

日
照
阻
害
を
生
じ
さ
せ
る
規
模
の
施
設
は
設
置
し
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 

そ
の
他
の

環
境
要
素
 

電
波
障
害
 

 
本
事
業
で
は
、
工
事
の
実
施
に
お
い
て
電
波
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
仮
設
物
等
の
設
置
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
計
画
路

線
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
地
表
と
な
る
区
間
も
、
路
線
高
は
既
存
の
鉄
道
と
同
程
度
で
計
画
し
て
お
り
、
著
し
い

電
波
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
規
模
の
施
設
は
設
置
し
な
い
こ
と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
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表
2
.
1
-
1
(
2
)
 
選
定
し
な
か
っ
た
環
境
影
響
評
価
の
項
目
及
び
そ
の
理
由
 

環
境
要
素
の
区
分
 

事
業
特
性
・
地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
項
目
の
非
選
定
理
由
 

生
物
の
多
様
性

の
確
保
及
び
自

然
環
境
の
体
系

的
保
全
を
旨
と

し
て
調
査
、
予

測
及
び
評
価
さ

れ
る
べ
き
環
境

要
素
 

動
物
 

重
要
な
種
及
び

注
目
す
べ
き
生

息
地
 

 
本
事
業
の
工
事
の
実
施
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
内
で
あ
り
、
地
上
部
で
の
工
事
区
域
も
既
に
人
工
的
な
改
変
を
受
け
た
区

域
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
河
川
内
で
の
工
事
は
な
く
、
工
事
の
実
施
に
よ
る
濁
水
は
、
必
要
に
応
じ
て
処
理
施
設
を
設

け
、
関
係
法
令
等
を
遵
守
し
て
適
切
な
処
理
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
計
画
路
線
は
主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
地
表
と

な
る
区
間
も
既
に
人
工
的
な
改
変
を
受
け
た
区
域
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
河
川
内
へ
の
施
設
の
設
置
等
は
行
わ
な
い
こ

と
か
ら
、
選
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

植
物
 

重
要
な
種
及
び

群
落
 

 

生
態
系
 

地
域
を
特
徴
づ

け
る
生
態
系
 

 

人
と
自
然
と
の

豊
か
な
触
れ
合

い
の
確
保
を
旨

と
し
て
調
査
、

予
測
及
び
評
価

さ
れ
る
べ
き
環

境
要
素
 

 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い

の
活
動
の
場
 

主
要
な
人
と
自

然
と
の
触
れ
合

い
の
活
動
の
場
 

 
計
画
路
線
及
び
そ
の
周
辺
に
は
、
人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場
が
存
在
せ
ず
、
工
事
の
実
施
は
主
に
ト
ン

ネ
ル
内
で
あ
り
、
地
上
部
で
の
工
事
区
域
も
既
に
人
工
的
な
改
変
を
受
け
た
区
域
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
計
画
路
線
は

主
に
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
地
表
と
な
る
区
間
も
既
に
人
工
的
な
改
変
を
受
け
た
区
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
選
定
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
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